
【農業集落排水施設をお使いの皆様へ】

農業集落排水施設(下水道)を
正しく使用しましょう！

農業集落排水施設は、公共下水道と同様に、みなさんの快適な生活
環境を守る大切な財産です。
使用者一人一人が、正しい使用を心がけましょう。

【お問い合わせ先】 遠野市環境整備部 上下水道課 下水道係
電話 0198-62-2111（内線572）

遠野市環境整備部 上下水道課

①トイレットペーパー以外のものを流さないでください！

紙おむつ、生理用品、ティッシュペーパー、ウエット
ティッシュ、ペーパータオル、ガム、たばこの吸い殻、
ペットのふん尿、布類（雑巾、ハンカチ、タオル）など

※「トイレに流せる」と表示されているティッシュペーパー、トイレの掃除シートや
おしりふきは、トイレットペーパーより水に溶けにくいため、大量に流すと下水管の
詰まりの原因となります。可能な限り、可燃ごみに出しましょう。

②油（残油、廃油）や野菜くず、残飯を流さないでください！

・油（残油、廃油）や食事の油汚れは、キッチンペーパーや新聞紙、
油を固める製品などに吸わせて、可燃ごみに出しましょう。

・食べ残しは、三角コーナーやごみ受けネットで分別して、
可燃ごみに出しましょう。

洗濯は
適量の
洗剤で！

絶対
だめ！

ふだんの生活の中で、特に注意しましょう。
（下水管の詰まりや、悪臭の原因になります。）

③これらのことにも、十分注意してください！

髪の毛、熱湯、薬品類、
引火物や有害物質を
絶対に流さない！


